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（仮称）青森市母子健康包括支援センター設置（案）

●「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」の相談窓口の一体化及びワンストップ化

●多職種配置により、専門職がチームとなって妊娠期から子育て期の支援を包括的、継続的、効率的に推進

出生

届出

18歳

妊娠

届出

就学

元気プラザ

青森市の特徴

妊娠期から子育て期まで切れ目なく包括的・継続的に支援

（仮称）青森市母子健康包括支援センター

2019年5月～6月 元気プラザ改修工事関係入札

2019年7月～2020年3月 改修工事

2020年4月 （仮称）青森市母子健康包括支援センター業務開始

今後のスケジュール（案）
元気プラザ

・マタニティセミナー

・妊産婦・新生児訪問

・産前・産後サポート

・乳幼児健診、食生活指導 等

・親子交流の場の提供及び子育て

に関する情報提供（プレイルーム）

・養育支援訪問、要支援児童・要保

護児童等に関すること 等

＋

総合福祉センター
（高齢者・障がい者・子どものための複合施設）

老人福祉センター

身体障害者福祉センター

・利用面積の増

移転後の面積 229.4㎡

・開館日数の増

・利用環境の向上

（暖房･トイレ）

改修

子ども支援センター
（地域子育て支援拠点施設）

改修

平成 ３１年 ２月２７日

青森市健康福祉審議会資料

保 健 部

※今後のスケジュール及び予算等については、現在関係部局と協議中である。

●支援プランの作成

●妊産婦及び乳幼児等の実情把握

●妊娠・出産・子育てに関する各種の相談対応

●保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

●センター必須業務

●子育て支援事業●母子保健事業

2020年4月 業務開始

保健師、看護師、保育士、

社会福祉士、社会福祉主事 等

助産師、栄養士、臨床心理士、

＋
新規配置

多職種チームによる専門的支援 プレイルーム新設

児童センター

ふれあいの館
（心身障害者の交流と懇談の場）

面積 182.2㎡

指定管理者

青森市身体障害福祉連合会
（指定管理期間：2020年度末まで）

拡充

●親子の遊び場・交流の場

子育て相談・情報提供の場

●元気プラザに手続きや相談

等で来所した方のお子さん

を対象とした託児機能

親子の遊び場の継続利用


